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全日本グランドソフトボール連盟規約 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 

この連盟は、日視連「全日本グランドソフトボール連盟」という。 

 

（事務局） 

第２条 

この連盟の事務局を事務局長の居住地に置く。 

 

（目的） 

第３条 

この連盟は、グランドソフトボール競技の普及、振興及び競技の向上等を目的と

する。 

 

（設立年月日） 

第４条 

この連盟の設立年月日は、平成１０年７月２６日とする。 

 

（組織） 

第５条 

この連盟に登録するグランドソフトボール競技者等をもって組織する。 

 

（事業） 

第６条 

この連盟は、第３条の目的達成のため次の事業を行う。 

（1）大会の開催に関すること 

（2）競技規則に関すること 

（3）競技者等の育成・登録に関すること 

（4）審判員、記録員等の競技役員に関すること 

（5）その他目的達成に必要なこと 
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第２章 会員 

 

（登録） 

第７条 

この連盟に登録しようとする者は登録申込書を会長に提出し、会長の承認を得

なければならない。 

 

（会費） 

第８条 

登録者は、ブロック委員会において別に定める会費（登録料）を納入しなければ

ならない。 

 

（登録期間） 

第９条 

登録者の登録期間は、１ヵ年 （その年度末日まで）とし、以後年度当初に登録

の更新手続きを行うものとする。 

 

（除名） 

第１０条 

登録者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、ブロック委員会において出

席者数の３分の２以上の議決により、これを除名することが出来る。 

ただし、その除名者に対し議決前に弁明の機会を与えなければならない。 

（1）この規約に違反したとき。 

（2）この連盟の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。 

 

 

第３章 役員 

 

（種別） 

第１１条 

この連盟に次の役員を置く。 

（1）会長１名 

（2）副会長２名 

（3）事務局長１名 

（4）各部長若干名 

（5）ブロック委員 各ブロック１名以上 
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（6）監事２名 

（7）顧問・特別顧問を置くことができる 

（8）その他の役員 必要に応じて置く 

 

（任期） 

第１２条 

(1)役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

(2)任期途中で変更した場合の任期は、その残任期間とする。 

(3)お一人の方が会長をされる場合、4期 8年までを期限とする。 

 

（選出） 

第１３条 

役員は次のとおり選出する。 

（1）会長はブロック委員会で互選する。 

（2）副会長・事務局長・各部長は会長が指名する。 

（3）ブロック委員は、北海道・東北、北信越、東海、中国、四国ブロックから

は各１名、関東、近畿、九州ブロックからは各２名選出する。 

（4）監事はブロック委員会で選任し、他の役員を兼ねてはならない。 

（5）顧問・特別顧問はブロック委員会が推薦し会長が委嘱する。 

 

（解任） 

第１４条 

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、ブロック委員会の議決によりこ

れを解任することができる。 

ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（1）心身の故障のため職務の遂行に堪えがたいと認められるとき。 

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

 

第４章 会議 

 

（種別） 

第１５条 

１ この連盟に次の会議をおく。 

(1)役員会 

  第１１条の（1）から（8）をもって構成し、全国的な情報共有や協議を行う。 
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(2)執行部会 

  第１１条の（1）から（4）（6）をもって構成し、連盟の運営にあたる。 

(3)ブロック委員会 

この連盟の最高議決機関とし、毎年１回以上開催する。 

ブロック委員会は、次の事項について決議する。 

① 会長の選任 

② 監事の選任 

③ 会費（登録料）の額 

④ 各事業年度の事業計画及び収支予算の承認 

⑤ 各事業年度の事業報告及び決算の承認 

⑥ 顧問・特別顧問の推薦 

⑦ 役員の解任 

⑧ 登録者の除名 

⑨ 規約の変更 

⑩ 解散 

⑪ この連盟の業務に関する重要事項で役員会において必要と認める事項 

(4)都道府県代表者会議 

(5)その他、必要に応じ委員会を設置する事ができる 

２ 会議は会長が召集する。 

３ 構成員の２分の１以上からの開催請求があったとき。 

４ 各会議の議長は、当該会議において互選する。 

５ 会議は総数の過半数の出席がなければその議事を開き、議決することが出来

ない。 

ただし、双方向の意思表示が可能なリモートでの出席及び委任状の出席を認

める。 

６ 会議の議事は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

 

第５章 会計 

 

（経費） 

第１６条 

この連盟の経費は次のとおりとする。 

（1）会費（登録料） 

（2）寄付金 
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（3）助成金 

（4）その他 

 

（事業年度） 

第１７条 

この連盟の事業年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。 

 

第６章 規約の変更及び解散 

 

（規約の変更） 

第１８条 

この規約の変更は、ブロック委員会において決議する。 

 

（解散） 

第１９条 

ブロック委員会において解散の決議がされたとき。 

 

付則 

第１条 必要に応じ、規定を定めることができる。 

第２条 この規約は平成１０年７月２６日より発効する。 

第３条 平成１６年３月２１日に一部改正。 

第４条 令和３年１月１日に一部改正 

第５条 令和５年１月１日に一部改正 

 

以上 


